
 
 

 
策定根拠：三沢市環境基本条例第７条第２項に基づく計画 

 
策定方針：原則として、前計画を踏襲しつつも、特に、前計画の中で思うように成果が上がらず課題として残った項目、更には、前計画 
     の中で、概ね成果が上がってはいるが市民生活と密接不可分である項目に主眼を置き、検討を加えることとする。なお、前計 
     画が、比較的広範多岐にわたっていたことを考慮して、より実行性のある計画を立案するという観点から環境範囲の精査をお 
     こない、総花的な計画とならないよう注意した。（前計画は、「自然と調和し未来を拓く快適環境のまち：みさわ」を将来像 
     と掲げ、４つの基本目標のもとに、２３の環境範囲を設定し、１１課で５４の施策を実施した。） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

第２次三沢市環境基本計画 2019.4～2029.3 【概要版】 
 

基本目標Ⅰ．安全で安心して暮らせる街づくり 

基本目標Ⅱ．快適で心豊かに暮らせる街づくり 

基本目標Ⅲ．人と自然が共生する街づくり 

基本目標Ⅳ．地球環境にやさしい街づくり 

環境範囲：大気環境、河川等水質、生活排水、地下水、騒音・振動、悪臭、公害苦情 （１５施策を実施） 

環境範囲：都市景観、上水道、環境美化 （５施策を実施） 

環境範囲：動植物、緑、水辺、農地、人と自然のふれあい （７施策を実施） 

環境範囲：廃棄物、地球温暖化、環境教育・環境学習 （３施策を実施） 

第２次三沢市環境基本計画 ～三沢市が目指す環境の将来像～   
『 手をたずさえ 未来につなごう 自然と調和・共生する街 みさわ 』 

 

基本目標（４） ⇒ 環境範囲（１８） ⇒ 担当課（１０） ⇒ 施策（３０） 

◎ 全ての施策に進捗管理のための指標及び目標値を設定したうえ、毎年度、担当課において実施評価を行うこととし、更に、その内容 
については、部長級及び課長級で組織する委員会等の評価・検討を経て、三沢市環境審議会に報告する。 


